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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】操作のトルクが設定値と一致するときに発光ダ
イオードが点灯され、発光ダイオードからの光線がより
大面積の透光面を介して外部に射出され、ユーザが工具
の操作状態を容易に判断することができるディスプレイ
付きデジタル式工具を提供する。
【解決手段】工具本体１０と、ディスプレイユニット２
０と、ディスプレイ手段と、を含むディスプレイ付きデ
ジタル式工具であって、前記ディスプレイユニット２０
は、前記工具本体１０に配設されており、一つの透光子
２４に対応する四つの発光子２２を含み、前記透光子２
４は前記各発光子２２に対応する透光領域２６を有し、
前記ディスプレイ手段は、予定の条件によって、前記デ
ィスプレイユニット２０の各発光子２２が同期に、又は
交代に点灯され、発生される光線が前記透光領域２６を
透過することを特徴とする。
【選択図】図１Ａ
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
工具本体と、ディスプレイユニットと、ディスプレイ手段と、を含むディスプレイ付きデ
ジタル式工具において、
前記ディスプレイユニットは、前記工具本体に配設されており、一つの透光子に対応する
四つの発光子を含み、前記透光子は前記各発光子に対応する透光領域を有し、
前記ディスプレイ手段は、予定の条件によって、前記ディスプレイユニットの各発光子が
同期に、又は交代に点灯され、発生される光線が前記透光領域を透過することを特徴とす
る、ディスプレイ付きデジタル式工具。
【請求項２】
更に、前記工具本体に組み付けられたハンドル延長チューブを含み、前記ディスプレイユ
ニットは前記ハンドル延長チューブの全部又は一部であることを特徴とする、請求項１に
記載のディスプレイ付きデジタル式工具。
【請求項３】
前記ハンドル延長チューブはハンドルを含み、前記ディスプレイユニットは前記ハンドル
の全部又は一部であることを特徴とする、請求項２に記載のディスプレイ付きデジタル式
工具。
【請求項４】
前記ハンドル延長チューブのハンドルには電池蓋が設けられており、前記ディスプレイユ
ニットは前記電池蓋であることを特徴とする、請求項３に記載のディスプレイ付きデジタ
ル式工具。
【請求項５】
前記ハンドル延長チューブのハンドルは制御ボックスを含み、前記ディスプレイユニット
は前記制御ボックスの全部又は一部であることを特徴とする、請求項２に記載のディスプ
レイ付きデジタル式工具。
【請求項６】
前記ディスプレイユニットの透光子の透光領域とその周辺領域との透光度が同じであるこ
とを特徴とする、請求項１に記載のディスプレイ付きデジタル式工具。
【請求項７】
前記ディスプレイユニットの透光子の透光領域とその周辺領域との透光度が相違すること
を特徴とする、請求項１に記載のディスプレイ付きデジタル式工具。
【請求項８】
前記ディスプレイユニットの透光子の透光領域とその周辺領域とは、同じ顔色、又は相違
する顔色の材料を使用することを特徴とする、請求項１に記載のディスプレイ付きデジタ
ル式工具。
【請求項９】
前記ディスプレイユニットの透光子の透光領域は連続する領域であることを特徴とする、
請求項１に記載のディスプレイ付きデジタル式工具。
【請求項１０】
前記ディスプレイユニットの透光子の透光領域は連続しない領域であることを特徴とする
、請求項１に記載のディスプレイ付きデジタル式工具。
【請求項１１】
前記ディスプレイユニットの透光子の透光領域の総面積は２cm2以上であることを特徴と
する、請求項１に記載のディスプレイ付きデジタル式工具。
【請求項１２】
前記ディスプレイユニットの透光子は、発光ダイオードであり、その透光領域と周辺領域
とは、透光度が同じであり、同じ顔色の材料を使用することを特徴とする、請求項１に記
載のディスプレイ付きデジタル式工具。
【請求項１３】
前記ディスプレイ手段は、コンパレータと制御ユニットとを介して前記発光子と電気的に
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連接しており、前記コンパレータは、操作の力を設定値と比較するためのものであり、前
記制御ユニットは、前記各発光子の発光モードを制御するためのものであることを特徴と
する、請求項１に記載のディスプレイ付きデジタル式工具。
【請求項１４】
前記制御ユニットはプログラマブルユニットであることを特徴とする、請求項１に記載の
ディスプレイ付きデジタル式工具。
【請求項１５】
前記ディスプレイユニットの透光子は、リング形状を呈し、前記工具本体に嵌められてい
ることを特徴とする、請求項１に記載のディスプレイ付きデジタル式工具。
【請求項１６】
前記ディスプレイユニットの透光子はブロック形状を呈することを特徴とする、請求項１
に記載のディスプレイ付きデジタル式工具。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本考案は、デジタル式工具に係り、特に操作のトルク、引き力、圧力又は湾折力などの作
用力を設定可能であり、且つユーザは工具の操作状態を容易に判断することができるディ
スプレイ付きデジタル式工具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、トルク工具には、発光ダイオードの発光面を露出するための穴が開設されており、
又は発光ダイオードの発光面を露出するための透光面が設けられており、そうすると、操
作のトルクが設定値と一致するときに発光ダイオードが点灯される。一方、発光ダイオー
ドを二つ配設して、発光ダイオードの顔色、又は発光モードの変化によって操作のトルク
が設定値と一致することを表示してもよい。しかしながら、このような方式によれば、発
光面が小さく、発光ダイオードが仕事中のユーザが見ることができない箇所にあるときに
は、ユーザは工具の操作状態を容易に判断することができない。
【０００３】
また、工具のハンドルの表面から透光面をやや突出する方式もあり、そうすると、発光ダ
イオードの可視面積と可視角とが増加し、ユーザは工具の操作状態をより容易に判断する
ことができるが、工具のハンドルの表面からやや突出する透光面は作業時に破壊され易い
。
【０００４】
また、ユーザが工具の操作状態をより容易に判断することができるために、よりハイパワ
ーの光源を使用してもよいが、そうすると、よりハイパワーの電源が必要になる問題があ
った。
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
本考案の主な目的は、操作のトルクが設定値と一致するときに発光ダイオードが点灯され
、発光ダイオードからの光線がより大面積の透光面を介して外部に射出され、ユーザが工
具の操作状態を容易に判断することができるディスプレイ付きデジタル式工具を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本考案の請求項１に記載のディスプレイ付きデジタル式工具によると、工具本体と、ディ
スプレイユニットと、ディスプレイ手段と、を含むディスプレイ付きデジタル式工具にお
いて、前記ディスプレイユニットは、前記工具本体に配設されており、一つの透光子に対
応する四つの発光子を含み、前記透光子は前記各発光子に対応する透光領域を有し、前記
ディスプレイ手段は、予定の条件によって、前記ディスプレイユニットの各発光子が同期
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に、又は交代に点灯され、発生される光線が前記透光領域を透過することを特徴とするデ
ィスプレイ付きデジタル式工具である。
【０００７】
本考案の請求項２に記載のディスプレイ付きデジタル式工具によると、更に、前記工具本
体に組み付けられたハンドル延長チューブを含み、前記ディスプレイユニットは前記ハン
ドル延長チューブの全部又は一部である。
【０００８】
本考案の請求項３に記載のディスプレイ付きデジタル式工具によると、前記ハンドル延長
チューブはハンドルを含み、前記ディスプレイユニットは前記ハンドルの全部又は一部で
ある。
【０００９】
本考案の請求項４に記載のディスプレイ付きデジタル式工具によると、前記ハンドル延長
チューブのハンドルには電池蓋が設けられており、前記ディスプレイユニットは前記電池
蓋である。
【００１０】
本考案の請求項５に記載のディスプレイ付きデジタル式工具によると、前記ハンドル延長
チューブのハンドルは制御ボックスを含み、前記ディスプレイユニットは前記制御ボック
スの全部又は一部である。
【００１１】
本考案の請求項６に記載のディスプレイ付きデジタル式工具によると、前記ディスプレイ
ユニットの透光子の透光領域とその周辺領域との透光度が同じである。
【００１２】
本考案の請求項７に記載のディスプレイ付きデジタル式工具によると、前記ディスプレイ
ユニットの透光子の透光領域とその周辺領域との透光度が相違する。
【００１３】
本考案の請求項８に記載のディスプレイ付きデジタル式工具によると、前記ディスプレイ
ユニットの透光子の透光領域とその周辺領域とは、同じ顔色、又は相違する顔色の材料を
使用する。
【００１４】
本考案の請求項９に記載のディスプレイ付きデジタル式工具によると、前記ディスプレイ
ユニットの透光子の透光領域は連続する領域である。
【００１５】
本考案の請求項１０に記載のディスプレイ付きデジタル式工具によると、前記ディスプレ
イユニットの透光子の透光領域は連続しない領域である。
【００１６】
本考案の請求項１１に記載のディスプレイ付きデジタル式工具によると、前記ディスプレ
イユニットの透光子の透光領域の総面積は２cm2以上である。
【００１７】
本考案の請求項１２に記載のディスプレイ付きデジタル式工具によると、前記ディスプレ
イユニットの透光子は、発光ダイオードであり、その透光領域と周辺領域とは、透光度が
同じであり、同じ顔色の材料を使用する。
【００１８】
本考案の請求項１３に記載のディスプレイ付きデジタル式工具によると、前記ディスプレ
イ手段は、コンパレータと制御ユニットとを介して前記発光子と電気的に連接しており、
前記コンパレータは、操作の力を設定値と比較するためのものであり、前記制御ユニット
は、前記各発光子の発光モードを制御するためのものである。
【００１９】
本考案の請求項１４に記載のディスプレイ付きデジタル式工具によると、前記制御ユニッ
トはプログラマブルユニットである。
【００２０】
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本考案の請求項１５に記載のディスプレイ付きデジタル式工具によると、前記ディスプレ
イユニットの透光子は、リング形状を呈し、前記工具本体に嵌められている。
【００２１】
本考案の請求項１６に記載のディスプレイ付きデジタル式工具によると、前記ディスプレ
イユニットの透光子はブロック形状を呈する。
【考案の効果】
【００２２】
本考案のディスプレイ付きデジタル式工具によれば、操作のトルクが設定値と一致すると
きに発光ダイオードが点灯され、発光ダイオードからの光線がより大面積の透光面を介し
て外部に射出され、ユーザは工具の操作状態を容易に判断することができるという効果を
有する。
【考案を実施するための最良の形態】
【００２３】
以下、本考案の実施の形態を図面に基づいて説明する。
本考案に係るディスプレイ付きデジタル式工具は、図１Ａに示すように、工具本体１０と
、工具本体１０に組み付けられたディスプレイユニット２０と、を含み、ディスプレイユ
ニット２０は、四つ又は四つ以上の発光子２２を有し、各発光子２２は、発光ダイオード
でもよく、透光子２４に対応しており、具体的には、透光子２４は各発光子２２に対向す
る透光領域２６を有する。
【００２４】
図１Ｂに示すように、ディスプレイ手段は、コンパレータ４０と制御ユニット３０とを介
して発光子２２と電気的に連接しており、コンパレータ４０は、操作の力を設定値と比較
するためのものであり、制御ユニット３０は、各発光子２２の発光モードを制御するため
のものである。前記ディスプレイ手段は、予定の条件によって、各発光子２２を同期に、
又は交代に点灯し、発生される光線が透光領域２６を透過する。制御ユニット３０はプロ
グラマブルユニットである。
【００２５】
また、図２Ａ乃至図２Ｃを参照する。工具本体１０にはハンドル延長チューブ５０が組み
付けられている。すなわち、ディスプレイユニット２０はハンドル延長チューブ５０の全
部又は一部である。具体的には、ハンドル延長チューブ５０はハンドル５２を含み、ディ
スプレイユニット２０はハンドル５２の全部又は一部である。
【００２６】
図３に示すように、ハンドル延長チューブ５０のハンドル５２には電池蓋５４が設けられ
ており、ディスプレイユニット２０は電池蓋５４である。
【００２７】
図４に示すように、ハンドル延長チューブ５０のハンドル５２は制御ボックス５６を含み
、ディスプレイユニット２０は制御ボックス５６の全部又は一部であり、例えば、ディス
プレイユニット２０の透光子２４が上蓋５６２であり、なお、発光子２２が上蓋５６２の
一側に位置されている。
【００２８】
ディスプレイユニット２０の透光子２４の透光領域２６とその周辺領域との透光度が同じ
であってもよい。
【００２９】
図５Ａ及び図５Ｂに示すように、ディスプレイユニットの透光子の透光領域とその周辺領
域とは、同じ顔色、又は相違する顔色の材料を使用してもよい。
【００３０】
図６Ａに示すように、ディスプレイユニット２０の透光子２４の透光領域は連続する領域
でもいいし、図６Ｂに示すように、ディスプレイユニット２０の透光子２４の透光領域２
６は連続しない複数の領域でもよい。透光領域２６の総面積は２cm2以上である。
【００３１】
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図７に示すように、ディスプレイユニット２０の透光子２４は、リング形状を呈し、工具
本体１０に嵌められてもよい。複数の発光子２２はリング形状を呈する透光子２４内に組
み付けられている。
【００３２】
図８に示すように、ディスプレイユニット２０の透光子２４はブロック形状を呈し、発光
子２２がブロック形状を呈する透光子２４内に組み付けられてもよい。特に、ハンドル延
長チューブ５０の表面には、ブロック形状を呈するディスプレイユニット２０を嵌め込む
ための嵌め穴５８が開設されている。
【００３３】
本考案の表示モードは、操作のトルクが設定値の８０％になると、各発光子２２が点滅を
始め、なお、操作のトルクが設定値の９０％、又は１００％になると、各発光子２２が全
部点灯し、又は順次に点滅を始める。
【００３４】
各発光子２２は操作のトルクが設定値と一致するときに発光ダイオードが点灯されるので
、騒音が激しい環境においても、ユーザは、発光ダイオードからの光線を容易に見ること
ができ、工具の操作状態を容易に判断することができる。また、発光ダイオードからの光
線がより大面積の透光面を介して外部に射出されるので、ユーザは工具の操作状態を容易
に判断することができる。そしてディスプレイユニット２０がハンドル延長チューブの表
面から突出しないので、ディスプレイユニット２０は容易に破壊されることがなくなる。
【００３５】
このように、本考案が、特定の例を参照して説明されたが、それらの例は、説明のためだ
けのものであり、本考案を限定するものではなく、この分野に通常の知識を有する者には
、本考案の精神および範囲を逸脱することなく、ここで開示された実施例に変更、追加、
または、削除を施してもよいことがわかる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１Ａ】本考案に係るディスプレイ付きデジタル式工具の構造を示す模式図
【図１Ｂ】本考案に係るディスプレイユニットを示す模式図
【図２Ａ】本考案の実施例１に係るディスプレイ付きデジタル式工具の模式図
【図２Ｂ】本考案の実施例１に係るディスプレイ付きデジタル式工具の模式図
【図２Ｃ】本考案の実施例１に係るディスプレイ付きデジタル式工具の模式図
【図３】本考案の実施例１に係るディスプレイ付きデジタル式工具の模式図
【図４】本考案の実施例１に係るディスプレイ付きデジタル式工具の模式図
【図５Ａ】本考案に係る透光領域と周辺領域との透光度を示す模式図
【図５Ｂ】本考案に係る透光領域と周辺領域との透光度を示す模式図
【図６Ａ】本考案に係る透光領域の構造を示す模式図
【図６Ｂ】本考案に係る透光領域の構造を示す模式図
【図７】本考案の実施例２に係るディスプレイ付きデジタル式工具の外観図
【図８】本考案の実施例３に係るディスプレイ付きデジタル式工具の外観図
【符号の説明】
【００３７】
１０　　本体
２０　　ディスプレイユニット
２２　　発光子
２４　　透光子
２６　　透光領域
２８　　周辺領域
３０　　制御ユニット
４０　　比較ユニット
５０　　ハンドル延長チューブ
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５２　　ハンドル
５４　　電池蓋
５６　　制御ボックス
５６２　上蓋
５８　　嵌め穴
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